
第５回タウンミーティングの意見交換内容について

　

　

№ 質問・提案・要望等 回　答 補　足 担当課

○運動部活動のあり方
　（中学校の部活動において行
き過ぎた指導が見受けられる
が）学校の運動部活動のあり方
についてどのように考えるか。

　熊本市は部活動が大変盛んであり、中学校
では、６割近くの子どもが部活動に参加して
いる。
　運動部活動は、学校教育の一環として実施
され、部活動指針に基づき実施するよう徹底
し、また、決して勝利至上主義にならないよ
うに指導している。
　仲間との人間関係や技能の向上等、スポー
ツの楽しさや喜びを味わう部活動の効用が、
マイナスになるようなことが決してないよ
う、継続して指導していく。（教育長）

　（わが子が部活動の指導者か
ら体罰を受けたが）部活動にお
ける体罰についてどように考え
るか。

　体罰は、部活動だけに限らず、いかなる場
合も絶対にあってはならないと考えている。
　全国に併せて、本市でも、保護者に対し
て、体罰に関する調査を実施し、挙がってき
た各事案について個別に対応し、指導を行っ
たところである。
　今後も、体罰防止に向けた取り組みを徹底
していきたい。（教育長）

　学校の部活動は、学校教育の
一環であるにも関わらず、顧問
の先生が変わる度に、指導方法
や指導方針が変わり、子どもた
ちの技術力の向上やスポーツを
学ぶ楽しさなどが重要視されて
いないように感じる。
　そこで、教師の負担軽減を図
る観点からも、部活動を学校教
育と別に位置づけ、教師以外の
方が広く指導できるような体制
を作ってはどうか。
　また、部活動に対する苦情や
要望等を、保護者が言いやすい
体制づくりも検討してほしい。

　わが子は、部活動において、
優秀な成績を収めることはでき
なかったが、指導者や部員とみ
んな仲良く練習し、試合に出た
ことがとても良い思い出となっ
ている。
　そのことを考えると、部活動
は、勝利にこだわらず、子ども
と指導者が良い人間関係の下、
実施していくことが重要であ
る。

■参加者：熊本市教育委員会（森委員、泉委員、田口委員、廣塚教育長）、市内在住者及び勤務者（４２名）

■日　時：平成２５年８月８日（木）午後７時～８時３０分

■場　所：大江公民館大ホール
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　部活動を、学校教育から社会体育へ移行す
るということもひとつの考え方としてはある
が、本市の部活動は、現在、学校教育の一環
として実施しているため、学校の方針や部活
動指針に基づき、組織的に実施されるべきで
ある。
　決して、指導者や保護者等の個々の思いで
実施されるようなことがあってはいけないと
考える。（教育委員会事務局）

1
　新学習指導要領の改訂によ
り、部活動は学校教育の一環
として明確に位置づけられ
た。
　そのような中、教育課程と
の関連を図り、児童生徒の能
力、適性、興味関心等に応じ
つつ、健康安全に留意し、適
切な活動が行なわれるよう配
慮して指導していくことが必
要である。
　学校においては、校長が中
心となり、主として部長（教
員）が部活動を指導してい
る。ただし、技術面の指導や
教員の負担軽減として地域の
経験者等を外部指導者として
校長が委託し指導依頼をする
体制づくりも図っており、勝
利至上主義に陥らないよう運
動部活動指針に基づき児童生
徒の発達段階に応じた指導体
制の取り組みに努めている。
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○適切な指導ができる環境づく
り
　現在の教職員は、モンスター
ペアレンツへの対応等で、本来
の業務である子どもへの指導等
が疎かになっているように感じ
る。
　子どもへの適切な指導ができ
る環境づくりに向けて、教育委
員会としてどのような取り組み
を実施しているのか。

 

　現在、学校や教職員に対する苦情や要望の
件数は増加傾向にあり、各学校が組織全体で
様々なケースに対応している。
　それでも、対応が困難なケースについて
は、教育委員会から指導主事を派遣したり、
また、専門的な観点からご意見をいただくた
め、臨床心理士や弁護士等の緊急問題対応員
を派遣する等して、学校で解決困難な事案に
対応しているところである。
　この子どものために何をすべきかを一番に
考え取り組むよう指導している。（教育長）
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○小学校でのフッ化物洗口
　小学校のフッ化物洗口の推進
について、教育委員はどのよう
な見解をお持ちか。

　本市の学校におけるフッ化物洗口の実施に
ついては、現在、健康福祉子ども局と連携
し、モデル校３校で実施しており、実施方法
や課題等を検証中である。
　その結果を踏まえたうえで、今後の方針に
ついて整理していくこととしている。（教育
長）

　教育委員会からのフッ化物洗
口への働きかけが少ないため、
学校がモデル校になることを躊
躇しているように感じる。
　教育委員会がもっと危機感を
持って、フッ化物洗口を推進し
てほしい。（要望）
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○日本の歴史教育
　学校では、日本の歴史教育を
どのように行っているのか。
（現代史、大正、昭和の学校教
育）

　平成２４年度から全面実施された新学習指
導要領では、改訂の要点に近代及び現代の学
習を一層重視することが示されている。
　本市の歴史教育については、「開国と近代
日本の歩み」、「二度の世界大戦と日本」、
さらには「現代の日本と世界」の中で、我が
国の歴史の展開を世界の動きと一層関連付け
た学習が行われているところである。
　それぞれの子どもたちの発達段階に応じ
て、学習指導要領に則り、日本の歴史教育を
進めている。（教育長）
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○教科書、国旗・国歌
　学校では、国を尊敬する子ど
もを育てるためにも、子どもた
ちに対して、国歌や民謡等の指
導を推進してほしい。

　教科書は、文科省の検定を合格した教科書
の中から、教科書展示会での教職員や保護者
の意見を聞きながら、本市の子どもたちに最
も適した、学びやすい、わかりやすい内容で
ある教科書を、教育委員会で採択している。
小学校は２２年度、中学校は２３年度に採択
が実施されたところである。
　国旗・国歌については、平成１１年に「国
旗及び国歌に関する法律」が施行され、国
旗・国歌の根拠が位置づけられた。
　学校では、子どもたちに対して、国旗・国
歌の意義やそれを尊重する態度を育てる授業
を実施している。具体的には、国歌は、音楽
の授業で歌えるよう指導し、国旗は、学校の
様々な式典の中で掲揚しているところであ
る。（教育長）
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　８月２３日に小学校長及び
養護教諭を対象にフッ化物洗
口に関する説明会を開催した
ところである。また、教育委
員会としては、１区１校のモ
デル校指定に向け取り組んで
おり、中央区、北区、東区に
ついては、既に実施している
が、西区、南区についても、
引き続きモデル校実施に向け
て働きかけを行っていきた
い。
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○いじめ防止
　いつの時代も学校において
は、大なり小なりいじめが行わ
れている。特に、昼休みや放課
後等、体育館裏やトイレ等で行
われていると聞いている。
　そこで、先生だけでは厳しい
ので、ＰＴＡも含めて、校内の
巡回指導等を実施してはどう
か。

　いじめ問題に対する取り組みとしては、毎
月１回、子どもたちへ「きずなアンケート」
を実施し、子どもたちの声を聞いている。
　また、教師には、日頃から兆候を見逃さな
いよう、子どもたちの様子をしっかり見守る
よう指導している。
　さらに、保護者には、子どもの様子を尋ね
るチェック項目アンケートを実施しながら、
１日でも早くいじめを受けている子どもに気
付き、解決できるよう連携して取り組んでい
るところである。
　また、併せて、子どもたちへの道徳教育を
通して、「いじめはやってはいけない」とい
う心を育てる教育を推進している。（教育
長）

　学校におけるいじめ防止へ
の取り組みとして、管理職
が、毎日、授業を巡回した
り、また、昼休み等は、担任
が、児童生徒の様子を見る等
の対応をしている。さらに、
放課後は、敷地内を管理職が
巡回し、部活動や居残り学習
等をしている生徒への声掛け
に併せ、トイレの状況等も確
認している。
　学校によっては、既に、Ｐ
ＴＡや自治会と協力して、放
課後の見回り活動等を実施し
ているところもあり、また、
警察関係者(スクールサポー
ター）が、校内巡回を行って
いる学校もある。
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○命と絆について 　命の教育については、道徳教育等のあらゆ
る場面をを通して、子どもたちへ命を大切に
する心を育む教育を行っている。
　道徳教育の指導は、なかなか簡単にできる
ものではないが、教育委員会としては、「道
徳教育推進の手引き」等を作成する等して、
学校現場の道徳教育への支援を行っていきた
い。（教育長）
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○教育委員会
　そもそも、教育委員会とは何
をするところなのかが、市民に
とっては分かりにくい。

　教育委員会は、５人の委員の合議体であ
る。教育長は常勤であるが、それ以外の委員
は、別に仕事をしている非常勤職員である。
　教育委員は、月１回の定例会を始めとし
て、学校での研究発表会、地域でのタウン
ミーティング等に参加している。
　教育行政は、政治的中立性や継続性・安定
性を確保しなければならない。一般人を教育
委員に含めることで、専門家の判断によらな
い、広く住民の意向を反映した教育行政を展
開している。（教育委員）
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○教育委員の教育への思い
　教育委員の、教育に対する思
いを聞かせてほしい。

・普段は精神科医をしており、学校の「いじ
め」問題には大変興味がある。「いじめは、
決してなくならないもの」として対策を講じ
るべきであると考えている。
　また、「いじめ」という言葉が、広い意味
で使われ過ぎていると感じている。いじめの
中身は、軽いものから犯罪的なものまで様々
であるので、それらを分類して、それぞれに
あった対策を、学校だけでなく、地域や専門
家等も巻き込んで対応していくことが重要で
あると考えている。（教育委員）

・今の時代は、生活環境がめまぐるしく変化
しているため、学校の先生には、これまで蓄
積してきた教育的知識やノウハウでは適応で
きない状況が生まれており、子どもたちへの
対応に戸惑いを感じていると考える。
　そのような中、熊本市の教育が少しでもよ
り良くなるよう、地域や保護者の意見を十分
聴きながら、新たな考えや意見を発言できる
ように心掛けている。（教育委員）
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○ダンスの必修化
　中学校において、ダンスが必
修化になったと聞いたが、本当
なのか。

　昨年度から中学校において、ダンスと武道
が必修となっており、各学校で取り組んでい
る。
　ダンスは、リズムにのって体を動かす、と
ても運動量がある種目である。（教育委員会
事務局）
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